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福
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　「今後、仮にあなたに介護が必要になった場合、どの
ようにしたいですか」と聞いたところ、「自宅で訪問介
護や通所介護などを活用しながら生活したい」という回
答が65歳以上の一般高齢者で44.7％（1,791人中）と
最も高くなっています。そこで、今回は介護保険の在宅
サービスを利用するまでの流れを説明します。

自分に介護が必要になった場合の暮らしの意向

① 申請 長寿課窓口で申請
② 訪問調査など 認定調査員による訪問調査と市から主治医へ意見書の作成依頼
③ 審査・判定 訪問調査などの情報をもとに、審査会で審査
④ 認定・通知 文書で認定結果を通知

⑤ ケアプラン作成

【要支援・要介護区分】 【相談先】 【相談内容】

要支援 1・2 お住まいの地区の
地域包括支援センター

担当職員が利用者の希望や
心身の状態にあった
ケアプランの作成要介護1～5 居宅介護支援事業所

⑥ サービス利用 ケアプランに基づき、訪問介護や通所介護などを利用開始

介護保険の在宅サービスを利用するまでの流れ

※�40歳から64歳までの第2号被保険者は、特定疾病が原因で介護が必要になった場合、介護認定を受けることが
できます。
※施設入所を希望する場合は、直接施設へお問い合わせください。
※要介護（要支援）認定を受けていない人も利用できる「介護予防・日常生活支援サービス」があります。
問問　長寿課（☎62-1013）

介護保険サービスを利用するまでの流れ
第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定のための高齢者等実態調査より

12.9 44.7 20.0 19.1一般高齢者
(1,791人中)

　自宅で家族などを中心に介護してほしい
　自宅で訪問介護や通所介護などを活用しながら生活したい
　老人ホームなどに入所したい
　分からない
　不明・無回答
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